
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

そう 

 

 

 

 

 

出典：国税庁 

   【申告人数・納税額の変遷】 

平成 27 年の贈与税の申告書を提出した人員は５３９，０００人で、平成 26年分（５１９，０００人）から    

２０，０００人増加しました。そのうち申告納税額のある者（納税人員）は３８３，０００人で、平成 26 年分  

（３６６，０００人）から１７，０００人増加しました。申告納税額は２，４０２億円で平成 26 年分（２，８０３億円）

から４０１億円減少しました。 

贈与税の申告件数が増加、それに伴い申告納税額も増えています！ 

 【概要】 H25年税制改正により、H27年 1月 1日以後の相続については、基礎控除額が従来の 60％

に引き下げられ、最高税率が 55％に引き上げられました。これに伴い、近年贈与税の申告件

数が増加し、申告納税額が急増しています。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西山裕志税理士事務所、毎年恒例の夏開催セミナーについてご案内をさせていただきます。 

セミナー内容 

贈与税の納税額が急増しています。 

これは、贈与という制度が積極的に活用されて 

いるということを意味します。 

財産を与える側としても、もらう側としても、 

知っておいて損はない贈与の基礎知識から、 

贈与税制度の有効活用方法について今回の 

セミナーではお話をさせていただきます。 

知っている人はみんなやっているお得な贈与 

制度についてあなたも学びませんか？ 

 

 

お名前(1 名)  お名前(2 名)  

ご住所 〒   － 

TEL  －      － FAX －      － 

※お申込を確認しましたら、FAX または郵送にてご案内状をお送りいたします 

個別相談 希望する ・ 希望しない 

相
続
税
・
消
費
税
増
税
！ 

勉
強
し
な
い
と 

資
産
は
な
く
な
り
ま
す 

■平成２７年度からの改正について 

■贈与税とは？贈与税の特例について 

■贈与税制度の活用方法 

■贈与後の相続税調査対策について 講師 西山税理士事務所 税理士 西山 裕志 

日時：平成 28 年 8 月 5 日（金）14:00～16:00 （13:30～受付開始）   費用：無料 

会場：ユニオンビル 2 階セミナールーム C JR・私鉄「武蔵小杉」駅より徒歩 4分  定員：20 名 

税理士歴 35 年、相続税・贈与税の案件は

年間 40 件を越す。事前の相続対策などの

業務から、相続税の申告を含む多くの相

続・贈与対策の相談に応じている。 


